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TOPICS 
■４月からの道路交通法の改正により自転車にも

青切符 

 

◆４月から自転車にも「青切符」制度が導入 
道路交通法の改正により 2026 年４月から、自転車

の交通違反に「交通反則制度」（いわゆる「青切符」

制度）が導入されます。この青切符は自動車の交通違

反の際に広く行われている違反処理の方法で、今まで

は自転車には導入されていませんでした。 
これまでは自転車の交通違反が検挙されると、いわ

ゆる「赤切符」（飲酒運転など特に悪質性・危険性が

高いものに適用）等を用いた刑事手続による処理が行

われていましたが、青切符の導入により、手続的な負

担を軽減するとともに、違反者に前科がつくことをな

くしつつ、実効性のある責任追及が可能となるものと

されています。 

 

◆青切符により検挙される違反例 
青切符により検挙される違反の一例として、信号無

視（反則金 6,000 円）、一時不停止（同 5,000 円）、携

帯電話使用（同 12,000 円）、制動装置（ブレーキ）不

良（同 5,000 円）等が挙げられます。 
青切符導入後も、自転車の交通違反に対しては基本

的に「指導警告」を実施し、交通事故の原因となるよ

うな、「悪質・危険な違反」は検挙の対象とするとさ

れていますが、検挙の対象が広がったことで、自転車

の交通違反については取締りが強化されることにな

ります。 

 

◆従業員への周知を 
通勤等で自転車を使用する従業員もいるところ、自

転車への青切符導入は個人としては当然知っておく

べき改正です。一方、業務において重大事故が起こっ

た場合などは、企業に使用者責任が問われるケースな

ども想定されます。 
自転車の交通違反への取締り強化が進む中、自転車

への青切符導入や、自動車のみならず、自転車の交通

違反防止については、ぜひ従業員に周知していきたい

ところです。 
 

【警視庁「道路交通法の改正について（青切符についても含む）」】 
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/cycle
_kaisei.html 

         

             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■子ども・子育て支援金について 

全国健康保険協会は、令和７年 11 月 28 日に開催

された全国健康保険協会運営委員会の資料として

「子ども・子育て支援金について」を公開しました。 

 

◆子ども・子育て支援金制度とは 

子ども・子育て支援金制度は、少子化対策（児

童手当の拡充、妊婦への支援給付、こども誰でも

通園制度、出生後休業支援給付および育児時短休

業給付、国民年金第１号被保険者の育児期間に係

る保険料の免除）のための特定財源として、令和

８年度から 10 年度にかけて段階的に導入されま

す。 

 

◆開始時期と徴収方法 

令和８年４月分（５月末納付分）より、労使折

半で子ども・子育て支援金を負担します。医療保

険料と同様、毎月の賃金ならびに賞与から徴収さ

れることになっており、産休中や育休中の場合は

免除されます。制度の適用開始は、任意継続被保

険者も同様です。 

 

◆支援金率と年収別の負担額 

負担額は、標準報酬月額ならびに標準賞与額に

支援金率を乗じて求められます。支援金率は国が

一律で定めることとされており、0.24％から段階

的に引き上げられ、令和 10 年度に 0.4％になる

予定です。被保険者一人当たりの平均負担額は、

令和８年度では 450円、令和９年度では 600 円、

令和 10 年度では 800 円と見込まれています。 

 

◆給与明細への表示 

こども家庭庁の事務連絡(2025.6.18)におい

て、被保険者から保険料を徴収する際に保険料額

の内訳として支援金額を示すことは法令上の義

務とはなっていません。ただし、制度への理解・

協力を促す観点から、給与明細書には医療保険料

等と区別して表示することが望ましいでしょう。 

従業員への説明や給与明細の修正対応ができる

よう、理解と準備をしておきましょう。 

 
【全国健康保険協会「子ども・子育て支援金について」】 

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/directi

on/dai138kai/2025112814.pdf 

編集後記：２０２６年が始まりました。皆様、本年もどうぞよろしくお願い申し

上げます。今年は午年、お正月の一番町アーケードでは、晴れ着？を着
せられ、髪飾りをつけられた本物のお馬さんが、穏やかな表情で佇み、往
来の人々を笑顔にさせていました。ところで干支のうまは「午」と書きます

が、その根拠は何でしょうか。「午」は十二支のひとつで、時間や干支を示
す象徴です（他の十二支も実在の動物と違う漢字ですが）。午については
午前、午後など私たちも日ごろ時間を表す言葉として使用していますね。

午は正午の時間帯、そこから午前、午後という呼び方が生まれたようです。
十二支の七番目にあたる「午」。太陽が最も高く昇る正午は明るい陽射しを
浴び、前向きな力が湧いてくるようです。新年も駆け抜けてまいりましょう。 

 


